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l . は じ め に

昨年開催されたロンドンオリンピックで，日本は過去最多となる38個のメ
ダルを獲得した。オリンピック期間中，寝不足になりつつもテレビ中継を見
ながら日本人選手の活躍に歓喜した人も多いだろう。オリンピックを始め，
FIFAワールドカップや世界陸上競技選手権大会,世界フィギュアスケート選
手権といった国際競技大会を楽しみにしている人は多い。なぜなら，そこで
繰り広げられる各選手のパフォーマンスは人間の可能性を極限まで追及した
究極の姿であり，不断の努ﾉﾉによって生み出された最高のパフォーマンスは
我々に大きな感動や喜びをもたらすだけではなく，スポーツに携わるl'j<少年
に夢や希望を与.えてくれるからである。また，このような国際舞台での日本
人選手の活躍は，我々日本人にとって大きな誇りになるだけでなく、社会全
体を活気づけ，大きな経済効果をもたらしてくれる。2011年，ドイツで開催
されたFIFA女子ワールドカップでの“なでしこジャパン”の優勝は，我が
国に大きな活力を与え,多大なる波及効果をもたらしたことは記憶に新しい。
現在，2020年の東京オリンピックの実現に向けてオールジャパンで紹致活動
が行われている。東京でのオリンピック開催は，｜司民のスポーツへの関心を
高めるだけではなく，スポーツの振興や国際親詳，地域の活性化等につなが
るものであり，東日本大震災からの復興を世界に示すものとなる。
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我々にとってスポーツとは体を動かすという本源的な欲求を満たすもの
だけではなく，スポーツを通じた心身の健全な発達，健康及び体力の保持増
進，精神的な充足感の獲得，自律心その他の精神の溜養等は．生涯にわたっ
て健康で文化的な生活を営む上で不可欠のものとなっている。加えて，昨今
のスポーツの社会的意義を鑑みると，現代社会におけるスポーツは，地域社
会の再生や社会・経済の活力の創造，我が国の国際的地位の向上など多面的
な役割を担っていることが分かる。
近年，社会のめざましい発腱により‘我々の生活環境は豊かで便利なもの
になったが‘その一方で，社会の様相が複雑で多様化したことにより，経済
や産業，医療福祉，教育といった様々な分野で解決すべき課題が山積して
いる。世界有数の長寿同である我が国は他に類を見ないスピードで超高齢社
会を迎えつつあり，高齢者が健康で生きがいのある豊かな人生を送れる社会
を構築することは喫緊の課題となっている。また，科学技術の高度化や情報
化の進展は，人間関係の希薄化や精神的なストレスの増大，日常生活におけ
る運動の機会の減少とそれに伴う体力の低下といった心身にわたる健康上の
問題を招いており，特に次代を担う青少年の体力や運動能力の低下は，豊か
で活力ある社会を形成していく上で極めて憂慮すべき事態となっている。さ
らに，年間労働時間の短縮や学校週５日制等による自由時間の増大，仕事中
心から生活重視といった意識の変化等によって,主体的に自由時間を活用し，
精神的に豊かなライフスタイルを構築したいという要望が年々強まってきて
いる。
このように急激な社会環境の変化と*||まって広純多岐にわたる課題を抱

える我が国では，今後より些かで活力のある社会を榊築するため，生涯学習
社会の実現が望まれている。生涯学習は、学校や社会の中で意図的，組織的
な学習活動として行われるだけでなく，人々のスポーツ活動，文化活動，趣
味，レクリエーション活動,ボランティア活動の中でも行われることから(1)，
今後の生涯学習振興を考えるに当たっては多様な観点からアプローチしてい
くことが肝要であると考える。
そこで，本稿では，生涯学習活動のひとつとしてスポーツ活動に着目し，
我が国のスポーツ政策の変遷や人々の運動･スポーツの状況を概観しながら，
生涯学習振興におけるスポーツの果たす役割について考えたいと思う。
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２．我が国のスポーツ政策の変遷

(1)エリートスポーツからみんなのスポーツへ
我が岡のスポーツの歴史を振り返ると，スポーツは明治初期に学校教育を

通じて移入され，体育やクラブ活動等によって普及された経緯がある。明治
中期になると学校体育に軍事的な訓練の導入が強調されるようになり，青少
年の体力向上や集団秩序を学ぶ重要な教科として体育が位置づけられ，ス
ポーツはその手段のひとつとなっていった。明治から昭和初期にかけてのス
ポーツは、国民，とりわけ青少年の身体や精神を鍛え強くするといった計||練
や鍛錬の考え方が主流であった(2)。
戦後，我が国のスポーツはアメリカの影響を強く受けながら復興が図られ，
l949年の「社会教育法」（昭和24年法律第207号）の制定によって，社会体育
（体育及びレクリエーション活動等）として奨励されるようになった．しか
し,その後,第１回アジア競技大会(1951年)やヘルシンキオリンピック(1952
年）といった国際舞台への復帰を果たしていくなかでエリートスポーツが廃
り上がりを見せるようになると，我が国のスポーツはエリートスポーツを中
心に発展していった。このようなエリートスポーツの隆盛は，自らスポーツ
を楽しむだけの余裕を持ち得なかった多くの一般市民にとって，スポーツ活
動への欲求の代償行為として「みる」「きく」「よむ」スポーツへの興味と関
心を高めるきっかけとなった。さらに，民放ラジオ放送(1951年）やテレビ
放送(1953年）の開始によって，聴視覚によるスポーツ参加といった新たな
道が開かれたことで，プロ野球やプロボクシング，相撲プロレスリングな
どのスポーツファンを茶の間に多く誰出し，様々なスポーツを大衆化させる
気運を商めていった(3)．
そして,l964年の東京オリンピックの|ﾙ|催を契機に，エリートスポーツを
中心とした我が国のスポーツの在り方も大きく変わっていった。東京オリン
ピックでは最新の技術を駆使したテレビ放送が行われ，新聞もスポーツ面だ
けではなく１面から社会面にまでわたる報道を展開し，多くの国民をオリン
ピック漬けにした。これにより，スポーツに対する国民の関心も大いに高ま
り，一般市民の間でもスポーツを実施したいというニーズが徐々に生まれて
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いった。また，東京オリンヒ。ツクに先立ち,1961年６月に制定された「スポー
ツ振興法」（昭和36年法律第l41号）において「国民の間において行なわれる
スポーツに関する自発的な活動に協力しつつ．ひろく国民があらゆる機会と
あらゆる場所において自主的にその適性及び健康状態に応じてスポーツをす
ることができるような諸条件の整備に努めなければならない｡」と我が国のス
ポーツ振興の基本方針が定められた。そのため，国や地方公共団体は各種ス
ポーツ団体と連携し，一般スポーツ愛好者を対象としたスポーツ教室や大会
の開催スポーツ指導者の養成地域のスポーツ施設整備といった様々な施
策を展開していった(!)。これにより、我が国のスポーツ実施者は飛躍的に増
加し，過去１年間に運動やスポーツを行った者の割合がl965年は45%であっ
たのに対し,l972年は60%,1976年は65%,l979年は68%と高まりをみせて
いった(5)。
1972年，保健体育審議会答申「体育・スポーツの普及振興に関する基本方

策について｣では,「これまでの体育･スポーツは学校を中心に発達し,また，
選手を中心とするi甫度なスポーツの振興に重点がおかれ，一般社会における
体育・スポーツを振興するための諸条件は，必ずしも整備充実されるにいた
らず，今や広く|玉|民の要請に応じ得ない状況にある。このような現状を打破
し，長期的な展望に立って，すべての国民が，いわゆる生涯体育を実践でき
るような諸条件を整伽するための基本方策を樹立し，真剣にその実施に取り
組むべきである｡」と今後のスポーツ政策の在り方を提示し，競技スポーツ振
興から大衆スポーツ振興へと転換することを明らかにした｡なお,同答申は，
体育・スポーツ施設の整備，体育・スポーツへの参加の促進，体育・スポー
ツ指導者の養成･確保と指導体制の確立学校体育の充実研究体制の整備，
資金の確保と運用,|fl係省庁の協力体制の確立など具体的な施策を総合的に
打ち出したことから，「我が'却初の体系的なスポーツ政策」と言われている(6)”
戦後，我がl'1のスポーツはエリー|､スポーツを'l!心に発展を遂げてきたが
スポーツ振興法の制定や東京オリンヒ･ツクの開催等を契機に国民のスポーツ
に対する意識やかかわり方が多様化したことで，我が国のスポーツ観もエ
リートスポーツからみんなのスポーツへと推移していった。

（２）生涯スポーツ振興の始まり
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スポーツ先進国であるヨーロッパ諸国や英米では、1960年代初頭から，都
市化・産業化に起因する運動不足や健康不安，経済発展に伴う生活水準の向
上や自由時間の増大といった社会的課題に対処するため、一般市民の生活に
スポーツが浸透するようスポーツの大衆化を図る政策が次々に打ち出されて
いった。旧西ドイツの「第２の道」(1959年）や「ゴールデン・プラン」(1960
年）は２０世紀におけるスポーツ・フォア・オール運動の源流と言われており，
1975年，第１回欧州スポーツ閣僚会議の「ヨーロッパ・スポーツ・フオア・
オール憲章」の採択勧告は，スポーツ・フォア・オール運動を世界的な運動
へと広げるきっかけとなった(7)。なお，この憲章は“みんなのスポーツ”と
して日本に伝わり，憲章が明記した社会的権利としてのスポーツという考え
方はII本の生涯スポーツ振興の理念に大きな影響を与えたと言われている(8)。
一方，我が'卸では,1989年の保健体育審議会答申「21世紀に向けたスポー
ツの振興ﾉｺ策について」で“生涯スポーツ，，が本格的に取り上げられⅢ生涯
スポーツの充実，競技スポーツの振興，学校体育・スポーツの充実など，２１
世紀に向けて!|'・長期的な見通しを持ったスポーツ振興方策に関する基本的
な考え方が示された。さらに、同答申では，スポーツ振興の意義として「競
技スポーツにおける選手たちの極限への挑戦は，先端的な学術研究や芸術活
動と共通する大きな意茂のある文化的行為であり，見る人にも大きな感動や
楽しみ，活力を与えるものである」と指摘し，“みるスポーツ”の価値につい
て初めて言及したのである。l997年，保健体育審議会答申「生涯にわたる心
身の健康の保持増進のための今後の健康に関する教育及びスポーツの振興の
在り方について」では，「国民が身近な地域においてスポーツに気軽に親しむ
ことができる環境を整備し，国民の一人一人が日常生活の中にスポーツを豊
かに取り入れることができる生涯スポーツ社会を実現していくことが重要で
ある｡」と指摘し，乳幼児期から老年期に至る各ライフステージごとに望まし
い運動・スポーツの在り方の指針を具体的に示した。さらに，“みるスポーツ､，
の振興やスポーツボランティア活動など“ささえるスポーツ，，の振興といっ
たスポーツへの多様なかかわりの促進についても言及し，我がI11における生
涯スポーツ社会の実現の必要性を指摘した。なお，｜司容申は，生涯にわたっ
てライフスタイルに応じた連動・スポーツを実践する基本的な考え方や具体
的な指針を明示したことから、ハード中心の政策からソフト志向へシフトし



118特集人l｣減少時代の生涯学習振興と改革

た政策だと言われている(9)-
2000年，スポーツ振興法の制定から約40年の歳月を経て，我が国初のス
ポーツ振興に関わる国家計画として｢スポーツ振興基本計画｣が策定された。
同基本計画の策定はスポーツ振興法第４条に定められていたが，財政事情等
により計i由I策定に至らず，保健体育審議会の容申をもって実質的にその機能
が果たされてきた。しかし，スポーツに対する国民の関心や期待のさらなる
高まり，今後予想されるスポーツを取り巻く環境の変化，国際競技力の長期
的・相対的低下等の諸課題への対応としてスポーツ振興施策をより体系的・
計1画的に推進することが必要とされ，さらに1998年にスポーツ振興くじ（通
称toIo)が施行されたことで財政的基盤が確保されたこともあり，同基本計
画の策定に至った経緯がある(iO)。同基本計画は，生涯スポーツ，競技スポー
ツ，学校体育・スポーツの３つの大きな柱で構成されており，生涯スポーツ
については「生涯スポーツ社会の実現に向けた，地域におけるスポーツ環境
の整備充実」として次の２つの政策目標を示した。①国民の誰もが，それぞ
れの体力や年齢，技術，興味，目的に応じて，いつでも，どこでも，いつま
でもスポーツに親しむことができる生涯スポーツ社会を実現する。②その目
標として，できる限り早期に,成人の週ll｢11以上のスポーツ実施率が２人に１
人以上（50％）となることを目指す。そして，これらの政策目標を達成する
ために必要不可欠な施策として,10年間に全国の市町村に少なくともひとつ
の総合型地域スポーツクラブと各都道府県に少なくともひとつの広域スポー
ツセンターを育成するとした。ただ，具体的な政策目標や施策が示されたも
のの，目標達成への具体的プロセスや実現の可能性，その根拠については不
明な点が多かったことは否めない。しかし、目標の具体性や計画の実現に対
する評価の時期を明らかにした点では，これまでのスポーツ政策にはなかっ
た画期的な政策と言われている(ll)｡
スポーツ振興基本計画が策定されて以降2010年にスポーツ立国戦略，

2012年にスポーツ基本計画が策定されたが，いずれにおいてもスポーツ振興
施策のひとつとして"生涯スポーツ社会の実現"が取り入れられるようになっ
た。佐伯（2006）は，日本のスポーツ政策について，社会状況の変化につれ
て，啓発的な性格を持つ1960年代の「社会体育」から，急速な経済成長の中
で地域住民の交流を重視する1970年代の「コミュニティスポーツ｣，スポーツ
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の平等化と民主化を進める1980年代の「みんなのスポーツ｣，生涯学習振興の
一環である1990年代の「生涯スポーツ」へ変化してきたと述べている('2)。こ
のように時代の流れとともにスポーツ政策も移り変わり，それによってス
ポーツの果たす社会的役割も広がりを見せた。生涯学習社会の構築が望まれ
る今ll,|'1民の誰もが，それぞれの体ﾉﾉや年齢技術，興味,H的に応じて，
いつでも，どこでも，いつまでもスポーツに親しむことができる生涯スポー
ツ社会の実現は，我が国の生涯学習振興においても大きな課題になっている
と言えるであろう。

（３）生涯スポーツ社会の実現に向けて
2011年８月，スポーツ振興法が50年ぶりに全部改正され，新たに「スポー
ツ基本法」（平成23年法律第78号）が施行された。同基本法はスポーツに関す
る基本理念を定めるとともに，スポーツ基本計画の策定スポーツの推進の
ための雄礎的条件や環境の整備等の基本的施策スポーツ推進に係る体制の
整備蝉を定めている。スポーツに関する基本叫念は第二条に８項、にわたっ
て示されており，第一項では「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むこ
とが人々の権利であることに鑑み、国民が生涯にわたりあらゆる機会と場所
において，自主的・自律的に適性や健康状態に応じてスポーツを行うことが
できるようにすることを旨として，推進されなければならない｡」と生涯ス
ポーツ社会の実現に向けた環境整備の推進を定めている。
｜司基本法の施行を受け,2012年に策定されたスポーツ基本計画では．今後
lO年間を見通したスポーツ推進の基本方針を示したうえで，今後５年間に総
合的かつ計|由i的に取り組むべき施策として、子どものスポーツ機会の充実，
ライフステージに応じたスポーツ活動の推進，住民が主体的に参I由iする地域
のスポーツ環境の終備，国際競技力の向|zにli'lけた人材の養成やスポーツ環
境の整備，国際競技大会等の招致・開催等を通じた国際交流・貢献の推進な
ど７つの施策を掲げた。そのうち，「若者のスポーツ参加機会の拡充や高齢者
の体力つくり支援等ライフステージに応じたスポーツ活動の推進」では，生
涯スポーツ社会の実現に向けた環境整備を推進し，できるかぎり早期に，成
人の過ｌ回以'二のスポーツ実施率が３人に２人（65％程度)，週３回以上のス
ポーツ実施率が３人に１人（30％程度）成人のスポーツ未実施者(1年間に
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一度もスポーツをしない者）の数をゼロに近づけることを政策目標として明
示した。さらに，それらを実現するため，スポーツ実施率の向上や多様な主
体のスポーツ参加の促進，スポーツボランティア活動の普及促進といった観
点から今後の具体的な施策展開を以下のとおり提示した(，
【スポーツ実施率のI向l上】
○ライフステージに応じたスポーツ活動を促進するための方策の検討
○各年齢肘，性別等ごとに日常的に望まれる運動量のtl安となる指針・基
準の策定とその普及・啓発
○地域におけるスポーツ活動の支援
【多様な主体のスポーツ参加の促進】
○スポーツ実施率の低い年齢層（２０．３０歳代）のスポーツ参加が困難な要
因を分析し、スポーツ活動に参加しやすい機会を充実

○仕事や家事・育児の合間に行える運動等の開発とその普及・啓発
○環境・嗜好・適性に応じて高齢者が無理なく日常的に取り組むことので
きる多様なスポーツ・レクリエーションプログラムの開発とその普及・
啓発
○旅行先で気軽に多様なスポーツに親しめるスポーツツーリズムの推進
○地域のスポーツ施設や指導者に対する障害者のニーズの把握等
【スポーツボランティア活動の普及促進】
○スポーツボランティア活動に関する事例の紹介等の普及・啓発
○スポーツボランティアとして大きな貢献がある者の表彰等
○地域スポーツクラブやスポーツ団体等への運営の参胆i,スポーツイベン
トの運'営・実施やスポーツの指導に参画できる環境の整備

このように生涯スポーツ社会の実現に向けた環境整備の推進が法的に規
定されたことは生涯学習振興においても大きな前進であり，今後，スポーツ
環境の充実やスポーツボランティアの普及といった様々な施策が推進される
ことで生涯学習社会の構築にも大きく貢献するものと考える。
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３．我が国における生涯スホーツの現状

(1)生涯スポーツ社会におけるスポーツ振興の在り方
生涯スポーツについてはこれまで学術定義がなされておらず，その捉え方
は人によってさまざまである。野川(2011)は，いくつかの定義を概観した
うえで，生涯スポーツを「生涯にわたる各ライフステージにおいて１生活の
質(QOL)が向上するように自分自身のライフスタイルに適した運動.スポー
ツを継続して楽しむこと」（７）と捉えており，増田(1995)は「スポーツのあ
るひとつのジャンルではなく，スポーツの豊かな楽しみ方、現代社会でのス
ポーツの在り方を示す運動の理念」（13)としている。
時代の流れとともにスポーツは国民の生活に広く浸透し，スポーツを行う
l1的も多様化してきた．生涯スポーツ社会の実現を目指す現代において、､‘ラ
イフスタイルに適した運動・スポーツ"，‘､スポーツの豊かな楽しみ方”とは
一体どういったものなのだろうか。スポーツ振興基本計|由i('I２成l8年９月改
定）の総論では，人間とスポーツとのかかわりについて「スポーツを自ら行
うことのほかに，スポーツをみて楽しむことやスポーツを支援することがあ
る。スポーツをみて楽しむことは，スポーツの振興の面だけでなく，国民生
活の質的向上やゆとりある生活の観点からも有意義である｡また，スポーツ
の支援については，例えば，ボランティアとしてスポーツの振興に積極的に
かかわりながら，自己開発，自己実現を図ることを可能とする。人々は，こ
のようにスポーツへの多様なかかわりを通じて，生涯にわたる豊かなスポー
ツライフを実現していくのである｡」と言及している。
つまり，生涯スポーツ社会の実現のためには，する・みる．ささえるといっ
た人とスポーツとの多様なかかわりの意義を十分理解するとともに，それぞ
れの観点から人々の運動･スポーツの現状を把握したうえで,多血的なスポー
ツ振興の在り方を考えていなかければならなし】

（２）する・みる．ささえるスポーツの意義
する・みる．ささえるスポーツの意義として，財団法人日本体育協会は次

のように示している('i)。
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【するスポーツの意義】
スポーツは身体活動という人間の本源的な欲求に応えるだけでなく、成功

や失敗，達成と挫折‘競争と共同，喜びと悲しみなど人間として“生きる”
ことのl自接的な体験の機会を与えてくれるⅧそれらの直接的な体験を通じて，
爽快感達成感，他者との連帯感などの桁神的な充実，楽しさや喜びを感じ
ることができるだけでなく，体力や技能など身体的な能力の向上を図ること
ができる。
【みるスポーツの意義】
スポーツは単に直接的な体験としての意義を有するばかりでなく，絵画や

演劇などの芸術と同様に，人間の感覚的な能力を通じて間接的に享受するこ
とにより，情緒的で美的な欲求にも応えてくれるものである。
【ささえるスポーツの意義】
スポーツ指導者やボランティアとして自己の経験や技能を活かし，スポー
ツ大会やスボーツクラブの運営などに携わることは，その人自身の自己実現
の欲求や社会的貢献への充足につながるものである。

（３）運動・スポーツの現状
①「する」スポーツの現状
ア．運動・スポーツの実施状況
内閣府「体力・スポーツに関する世論調査」（平成21年９月）によると(15),

週１回以上運動・スポーツを行った成人の割合は45.3％と概ね２人に１人の
割合になっており，週３回以上は23.5％と概ね４人１人の割合となっていた。
また，週１回以上運動・スポーツの実施率を世代別に見ると，６０歳代が54.7％
と最も商く，次いで70歳代(52. l%),50歳代(48.0%),40歳代(41.7%),
30歳代（35.6％)，２０歳代（27.7％）と年代が下がるにつれて実施率が低くな
る傾向が見られた。
運動・スポーツを行った理由で最も多かったのは「健康・体力つくりのた

め」（53.7％）で、次いで「楽しみ，気晴らしとして」（50.3％)，「運動不足
を感じるから」（42.0％）のll頂であった。なお，普段，運動不足を感じるかと
の質問に対して「感じる」と回答えた者の割合は74.6％となっており，その
割合は年々増加傾向にあった。
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逆に，運動・スポーツを行わなかった理由で最も多かったのは「仕事（家
事・育児）が忙しくて時間がない」（45.9％）で，次いで「年をとったから」
(19.8%),「運動・スポーツは好きではないから」(11.2%)の順であった。
連動・スポーツを行わなかったfII!IIIをlll:代別に見ると,20～60歳代では「仕
事（家事・育児）が忙しくて時間がない｜が敵も多く挙げられており,70歳
以上では「体が弱いから｣，「年をとったから」の理由が大きな割合を占めて
いた。
イ．クラブ・同好会への加入状況
内閣府「体力・スポーツに関する世論調査」（平成21年９月）によると、運

動やスポーツのクラブ・同好会への加入状況について「既に加入している」
と答えた者の割合は16.2%となっており，「加入したいと思う」と答えた者の
割合は38.3％となっていた｡加入しているクラブ･同好会の形態で最も多かっ
たのは｢おおむね同じ市町村内の人が加入している地域のクラブや同好会(総
合型地域スポーツクラブを含む)」（’16.5％）で，次いで「民間スポーツ施設
などが開設している会員制のクラブ」（27.9％)，「職場のクラブや|司好会」
（15.7％）の順であった。クラブ・同好会に加入した動機で最も多かったの
は「健康・体力つくりのため」(56.1%)で，次いで「親睦のため（仲間がで
きるから)｣(47.1%),「好きなスポーツ活動ができるから」(39.l%)のll頂で
あった。
なお、総合型地域スポーツクラブの創設クラブ数をみると(16),平成23年７

月現在,全国l,747市区町村中l,318の市区町村で3,241のクラブが創設されて
おり，クラブ創設市区町村の害||合は75.4％となっていた｡
②「みる」スポーツの現状
笹川スポーツ財団「スポーツライフ・データ2012」によると，過去１年|III
に体育館・スタジアム等へ足を運んで直接スポーツを観戦した者の割合は
31.7%で，直接スポーツ観戦を行った人口を推計('7)すると約3,296万人と
なった。1992年の調査開始以来，多少の変動はあるものの観戦率はおおよそ
30%代で推移してきたが,2008年調査､2010年調査と比較すると観戦率は年々
減少傾向にある。一方，過去１年間にテレビによるスポーツ観戦をした者の
割合は93.5％で，推計人口('7)は約9,722万人であった｡
③「ささえる」スポーツの現状
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樅川スポーツ財団「スポーツライフ・データ2012」によると、過去１年間
にスポーツボランティア('8)を行ったことが「ある」とII!|梓した者の割合は
7.7％で，スポーツボランテイアを行った人ｎを推計('7)すると，約800万人が
何らかのスポーツボランティアを行ったことになる。スポーツボランティア
の活動内容をみると，最も多かったのは地域のスポーツイベントの「大会・
イベントの運営や世話」(46.l%)で、次いで日常的な活動の「スポーツ指導」
(41.6%),「団体・クラブの運営や世話」(39.6%)のll頂となっていた。一方，
年間の活動回数をみると，最も多かったのは日常的な活動の「スポーツ指導」
で40.3回次いで「団体・クラブの運営や世話」が23.2111となっており，地
域のスポーツイベントの「大会・イベントの運営やIH話」は2.9回であった。

４．生涯スポーツ社会における望ましいスポーヅライフ

スポーツ基本計l由Iでは，生涯スポーツ社会の実現に向け，ライフステージ
に応じたスポーツ活動を推進する施策として「各年齢増，性別等ごとに日常
的に望まれる運動量の日安となる指針・基準の策定とその普及・啓発」を打
ち出し，スポーツ実施率のIr'llを図ろうとしている。ただ，各年齢届，性別
等ごとに望まれる運動量等については、l997年の保健体育審議会答申や厚生
労働省「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」(2012
年７月10日）で既に一定の指針や基準が示されている。
ここでは，生涯スポーツ社会における望ましいスポーツライフのひとつの

参考基唯として保健体育審議会答申で示された指針．基準を取りまとめたが
（表l),今後我が国の生涯スポーツ振興の根幹となる新たな指針や基準が
早期に策定されることが望まれる。

表ｌ各ライフステージにおける望ましいスボーツライフ
スポーツライフスタイル 年齢期 望ましいスポーツライフ

"i芽期 乳幼児期

･屋外の遊び場，身近な公|刺や自然の豊かな環境に
おいて，親子の触れ合いや仲|冊との交流を深めな
がら，歩く 走る，跳ぶ，投げるなど多様な遊び
を頻度多く楽しむ。
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・学校の体育や家l廷・地域における様々な連動遊び
を通して仲IIIIR｣災年齢集団との交流を幅広く行
い，基礎的な体力や運動能力を身に付ける。
・連動・スポーツとの「良い出会い｣，「楽しい出会
い」ができる機会を持つようにする。
・持久力を高めるため，自らの興味を生かして，自

児厳期 発的に「きつい｣，「かなりきつい」と感じる程度
の運動・スポーツを１日５～15分，週３1｣以卜行
うことが望ましい。
・運動・スポーツのクラブに加入したり，様々な行
事に参加することで，異年齢集団や異文化との接
触を通じて豊かな社会性や人間性を澗養させる。

4i派にわたって健康
や体力を保持増進し
ていくための基礎を
培い，健康的な生活
習慣を身に付けると
ともに，文化として
のスポーツとの出会
いを大切にし，その
担い手としての芽を
育成していく時期

・学校内外を通じて，興味に合った様々なスポーツ
を体験したり，見て楽しんだり，スポーツの意義
や特性などに関する理解を一層深め，スポーツ習
慣を形成する。
・日常生活の様々な場面において主体的に運動･スポー
ツを実践し，体力の向上や健康の増進を図る。
・持久力を高めるため「ややきつい」「かなりきつい」
と感じる程度の走伽作を含む運動・スポーツを１
日１０～30分程度、週３１1以上，筋力を高めるため
「ややきつい」負荷を伴う筋力トレーニングを１
日１０～30分程度,jm２u程度行うことが望ましい。
．様々なスポーツを経験し，自らに適した運動・ス
ポーツを主体的に実践できる能力を身に付ける。
・持久力や筋ﾉJを高めるため，青年前期と同程度の質
と量の運動・スポーツを行うことが望ましい。
・競技力や技術レベルの向上を目指したり，トップ
レベルのスポーツ大会を観戦するなど「みるス
ポーツ」の楽しさをより多く経験し，スポーツに
関する総合的な教撰を高める。

青年期
前期形成期

多様なスポーツを体
験し，生涯にわたっ
てスポーツに親しん
でいくスポーツ習慣
を形成し，その定着
を図る時期

- - - ー - - ■ ■ - 一 一 一

ｌ幽期
ｆ
〃
交

青
↑

|壮年期充実期
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||州.熊活の'l'で個人
の興味･IMI心・年齢・
体力等に応じて主体
的に規則的に運動．
スポーツ活動を実施
することが求められ
る時期であり，親と
して子どもとの実
践・体験を通じて運
動・スポーツ活動の
楽しさを子どもに伝
えていくとともに，
健康的な生活習慣の
基礎を培っていく時
期

画 一 一 一 一 一 １ ■ ｑ ■ Ｉ ■ ｑ ■ ー

中年期

やストレッチング標をll l lO～30分，過ｌ～２
日程度行うことが望ましい。
・運動不足の解消や積極的なリラクゼーションを図
るため，自由時間を有効に活用し，個人の興味，
関心，年齢，体力等に応じた運動・スポーツを規
則的に実施する。
・退職準備学習として継続して実施できる運勤・ス
ポーツについて学習したり，配偶者や仲間との交
流を楽しむことができる運動・スポーツを始める。
・持久力を保持するため有酸素的な運動・スポーツ
を「普通」「ややきつい」と感じる程度でlu１５
分以上，週３１I以上行い筋力の衰えを防ぐため
｢ややきつい」程度の筋ﾉﾉトレーニングをllllO
～30分，週ｌ～２日行うことが望ましい。

享受

老化による身体機能
の低下はあるもの
の 人間としての精
神的な活動が引き続
き行われる時期であ
り このような肉体
的な制約条件を受け
入れつつ，増大する
nlll時lll1を有効に活
用しスポーツを主体
的に楽しむことがで
きる時期

老年１０’
lililWI

老年期
後期

・栄養のバランスのとれた食事を心掛け，疲労が残
らない程度に適度な述勤・スポーツを主体的に実
施する。
・体力に衰えを感じたらウォーキングや体燥弊を’
日15分以上,m３11以lを|1安に行い，筋ﾉJの衰
えを感じたら体操やストレッチング弊をlu lO
分以上，週ｌ～２u穐度を目安として行うこと
が望まれる。
・孤独な心理状態に陥らないため，スポーツや趣味
の活動を通じて仲間との交流を深めたり，ボラン
ティア活動など積極的な社会参加を行う。
・軽度の身体的な活動の機会をできるだけ増やす。
・ウォーキングなどの負荷の経いものを疲労が残ら
ない程度１日15分以上,m３u以上を11安に実
践し，筋力の衰えには体操・ストレッチングなど
を同程度に１回10～30分，週ｌ～２１１行うこと
が望ましい。
・仲間や世代間を超えた人々と交流するため，ス
ボーツ・レクリエーションの場に参加したり，ボ
ランティア活動や趣味のサークルに袖極的に出掛
けていく機会を持つ。
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５．最後に

社会が成熟するに従ってスポーツ文化の享受形態も多様化し，従来の「す
る｣，「みる」にとどまらず，スポーツを通じて自己開発や自己実現を探求す
る「ささえる」といった形も社会的に認知されるようになってきた。しかし，
“ささえるスポーツ"は今に始まったことではない｡スポーツ少年団を始め，

地域で行われているスポーツの指導者の多くはボランティアであり，こうし
たボランティア指導者の熱意と尽力が地域スポーツの振興を支え，多くのア
スリートを生み出してきたのであるしかしながら，我が陸|のスポーツボラ
ンティア実施率やスポーツクラブ加入率は，スポーツ先進国であるヨーロッ
パ諸国と比較すると顕著に低い状況にある('9)。そのため，今後の生涯スポー
ツ政策においては，運動・スポーツ実施率の向上にとどまらず，スポーツク
ラブ加入率やスポーツボランティア実施率の向'三に着目した総合的な政策を
推進していかなければならない。
そこで核となるのが，総合型地域スポーツクラブ（以下，「総合型クラブ」
という｡）である：総合型クラブは，地域住民が自主的・主体的に運営し，身
近な学校や公共施設などを拠点として日常的に活動する地域密着型のスポー
ツクラブで,生涯スポーツ社会の実現に寄与するほか,地域の子どものスポー
ツ活動の場の提供，家族の触れ合い世代間交流による青少年の健全育成，
地域住民の健康維持・増進等の多様な効果が期待されている。
スポーツ基本計画で「各市区町村に少なくとも１つは総合型クラブが育成
されることを目指す」としていることからも，今後更なるクラブの創設が期
待されるが，「会員の確保」や「財源の確保｣，「指導者の確保」など解決しな
ければならない課題も多い(20)。だが、前述の運動・スポーツの現状にもあっ
たように，現在のクラブ・'司好会への加入率は２割にも満たない状況であっ
ても，加入希望者は４割近くもいることからスボーツクラブに対する潜在的
需要は十分にあると考える。また，スポーツボランティアについても実施率
は８％弱であるが，実施希望率はl5%弱となっており，そのうち「スポーツ
桁導」や「|寸1体・クラブの運営や世話」の希望;姪は２～3'II;llと他のスポーツ
ボランティアに比べて高い割合を占めている(2')。このことから，今後のクラ
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ブマネジメントにおいては，効果的なプロモーションを行い，地域における
クラブの認知度を高めていくことで，クラブル'1入希望者やボランティア希望
者の潜在的需要をうまく取り込んでいくことが大切になる。
生涯学習振興の一環として生涯スポーツ社会の実現が求められるなか，新
たに制定されたスポーツ基本法でその実現に向けた環境整備の推進が法的に
規定され，スポーツ基本計凹において地域スポーツや競技スポーツといった
多様な観点からスポーツ界における好循環の創||1にI向1けて具体的な施策が推
進されるようになった。スポーツ界における好循環の創出は，まさにスポー
ツを通じた知の循環型社会の構築に他ならない。今後，スポーツを通じた知
の循環型社会を構築するため，スポーツ基本計画の着実な実行が望まれる。
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